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第 1問�　次の対話は，「マンションの一室（以下「甲建物」という。）をＡ，Ｂ及びＣが，
それぞれ３分の１ずつの割合で共有している」場合に関する教授と学生の対話であ
る。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，誤っているものの
組合せは，後記１から５までのうちどれか。ただし，最後の教授の質問については，
建物の区分所有等に関する法律第 22 条第１項本文（専有部分とその専有部分に係
る敷地利用権との分離処分禁止）の規定は，適用されていないものとする。

教授：　甲建物は，どのように管理されるのですか。
学生：ア　甲建物の管理については，各共有者の持分価格に従い，その過半数で決定する

のが原則です。ただし，甲建物に変更を加えるにはＡ，Ｂ及びＣ全員の同意が必
要ですし，また，保存行為については，各共有者が単独で行うことができます。

教授：　そうすると，当該行為が，保存行為に当たるか，変更行為に当たるかが重要となっ
てきますね。例えば，Ｄが，甲建物を不法占拠しているような場合はどうなりますか。

学生：イ　Ｄに対しては，甲建物の明渡しや不法行為に基づく損害賠償請求をすることが
できますが，甲建物の明渡しは保存行為に該当しますから，各共有者が単独で行
うことができますし，損害賠償請求についても各共有者が損害額全額についてＤ
に対して請求することができます。

教授：　では，甲建物の使用収益方法については，どのように決定されますか。
学生：ウ　その点については，まず，各共有者の協議によって決定され，甲建物を処分す

るような行為でない限り，各共有者の持分価格に従い，その過半数で決定するこ
とになります。

教授：　そのような使用収益方法に反対のＣとしては，どのように対応すればよいのでしょ
うか。

学生：エ　Ｃは，甲建物について共有物の分割を請求することができます。また，Ａ及び
Ｂの同意が得られれば，自己の持分を他に譲渡することにより，共有関係から抜
け出すことができます。

教授：　単純に，Ｃが持分を放棄することはできますか。
学生：オ　はい，可能です。この場合，Ｃの持分は，他の共有者であるＡ及びＢに帰属す

ることとなります。
１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ
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第 2問�　次の対話は，「Ａが，Ｂに騙されて，Ｂからある動産を買い受ける旨の売買契約
を締結した」事例に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアか
らオまでの学生の解答のうち，誤っているものの組合せは，後記１から５までのう
ちどれか。

教授：　この事例で，Ａは，Ｂとの売買契約を取り消したいと考えていますが，Ａは，い
つまでに取消権を行使しなければなりませんか。

学生：ア　民法の条文では，追認をすることができる時から，５年以内に取消権を行使し
なければならないと規定されています。

教授：　Ｂが，売買代金請求権をＣに譲渡し，その旨をＡに通知しました。この場合に，
Ａが，売買契約を追認しようとするとき，誰に対して追認の意思表示をすればよい
のでしょうか。

学生：イ　この場合でも，取り消すことができる法律行為の相手方であるＢに対してする
べきです。

教授：　続いて，ではＡが，Ｂから売買代金債権を譲り受けたＣから，売買代金の弁済の
請求を受けた場合，これにより，Ａは取消権を行使することができなくなりますか。

学生：ウ　「履行の請求」は法定追認事由とされているので，履行の請求を受けたＡは，以降，
売買契約を取り消すことができなくなります。

教授：　では，ＡがＣからの強制執行を免れるために，追認をする趣旨ではない旨を表示
して売買代金を弁済した場合はどうですか。

学生：エ　Ａが債務者として任意に履行している以上，追認とみなされ，取消権を行使す
ることができなくなります。

教授：　さらに，Ａが，売買代金を弁済する前にＢから売買の目的物である動産の引渡し
を受けた場合はどうですか。

学生：オ　この場合は，取消権者が債権者として相手方の債務の履行を受領したものとし
て，法定追認事由に該当しますので，Ａは，取消権を行使することができなくな
ります。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ
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第 3問�　次の対話は，相続が関係する物権変動に関する教授と学生の対話である。教授の
質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち，判例の趣旨に照らし誤ってい
るものの組合せは，後記１から５までのうちどれか。

教　授：　今日は，相続が関係する物権変動についてうかがいます。甲土地を所有してい
たＡが死亡し，その子Ｂ及びＣが相続人となる場合に，Ａの相続が開始した時点で
の甲土地の法律関係はどのようなものですか。

学　生：ア　民法では，相続人が数人あるときは，相続財産は，その共有に属すると規定
されていますので，甲土地は，Ｂ及びＣの共有となっています。

教　授：　では，Ａが，生前に，甲土地をＤに売却していたが，移転登記は未了であった
場合，Ｄは，Ｂ及びＣに対して，甲土地の所有権を対抗することができますか。

学　生：イ　この場合，甲土地は，Ａを起点として，ＤとＢ及びＣに二重に譲渡された場
合と同視できます。したがって，登記を備えていないＤは，Ｂ及びＣに対して，
甲土地の所有権を対抗することができません。

教　授：　では，Ｃが，勝手に登記をＣの単独名義として，甲土地をＤに売却し，移転登
記を了した場合，Ｄは，Ｂに対して，甲土地の所有権を対抗することができますか。

学　生：ウ　本来，相続開始時において，甲土地はＢ及びＣの共有であり，Ｃの単独名義
とする登記はＢの持分に関する限り無権利の登記であり，Ｄは，甲土地の単独所
有権を取得することはできません。

教　授：　Ｂ・Ｃ間で遺産分割の協議が成立し，甲土地はＢが相続することとなりました
が，その登記をする前に，Ｃが持分をＤに譲渡した場合，Ｂは，Ｄに対して，甲土
地の単独の所有権を対抗することができますか。

学　生：エ　遺産分割の効果は遡及します。つまり，甲土地をＢの所有とする遺産の分割
協議がなされれば，相続開始の時から，甲土地はＢの所有であったことになりま
すから，Ｂは，Ｄに対して，甲土地の単独の所有権を対抗することができます。

教　授：　なるほど。では，Ｂが相続放棄をした場合はどうでしょうか。例えば，Ｂの債
権者Ｄが，甲土地についてのＢの持分を差し押さえ，その登記をした後，Ｂが相続
の放棄をした場合，ＣはＤに対して，甲土地の単独の所有権を対抗することができ
るのでしょうか。

学　生：オ　相続放棄にも遡及効があります。Ｂが相続を放棄すれば，初めから相続人で

チェック欄　□□□
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なかったことになりますから，ＣはＤに対して，甲土地の単独の所有権を対抗す
ることができます。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ
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1 ． 択一式問題の〔解説〕について

〈テーマ〉設問の出題事項を簡潔に示しています（問題の冒頭にも記載）。
〈各肢の解説〉各肢ごと「正・誤」の判断を示し，コメントを加えています。

2 ．法令名等の略記について

（1）不動産表示登記関係
　・不動産登記法�→「法」　　　　　・不動産登記事務取扱手続準則→「準則」
　・不動産登記令�→「令」　　　　　・建物の区分所有等に関する法律→「区分法」
　・不動産登記規則�→「規則」　　　・登録免許税法→「登免税法」
（2）土地家屋調査士法関係
　・土地家屋調査士法�→「法」
　・土地家屋調査士法施行規則�→「規則」
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▪各肢の解説▪

ア 正しい。共有物の管理に関する事項は，各共有者の持分の価格に従い，その過半数
で決定するのが原則である（民法252条本文）。ただし，共有物に変更を加えるには，
全共有者の同意が必要であるし（民法251条），共有物の保存行為については，各共
有者が単独で行うことができる（民法252条ただし書）。
イ 誤り。不法占拠者に対して明渡しを求めることは，共有物の保存行為に当たるので，
各共有者が単独ですることができる（民法252条ただし書）。
　　しかし，不法占拠者に対する損害賠償請求については，各共有者は，それぞれの共
有持分の割合に応じて請求することができるにすぎず，その割合を超えて請求するこ
とは許されない（最判昭和51・９・７）。
　　したがって，各共有者が損害額全額についてＤに対して請求することができるとす
る本肢は誤りである。
ウ 正しい。共有物の使用収益方法については，共有者間の協議に委ねられ，最終的に
は持分価格の過半数で決定されることになる（民法252条本文）。
エ 誤り。各共有者は，何時でも共有物の分割を請求することができる(民法256条１
項本文）。ただし，共有者間の契約によって，５年を超えない期間内に限り分割を禁
止することができるので，注意すること（民法256条１項ただし書）。

　　各共有者が共有物に対して有している権利（所有権）を持分権という。この持分権
は，共有関係から一定の制約を受けるものの独立の所有権であることに変わりはない
から，その持分を自由に譲渡することができるのは当然のことである（民法206条参
照）。他の共有者の同意を得る必要はない。

　　したがって，Ａ及びＢの同意が得られれば，自己の持分を他に譲渡することにより，
共有関係から抜け出すことができるとする本肢は誤りである。

オ 正しい。共有者の１人がその持分を放棄した場合，その持分は，他の共有者に，そ
の持分の割合に応じて帰属することとなる（民法255条）。一般の不動産については，
所有者のいない不動産は国庫に帰属するものとされているが（民法239条２項），共
有不動産については，この特則が置かれていることになる。

以上により，誤っているものはイ及びエであるので，正解は３となる。

第 1 問 正解  3 共有テーマ
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